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綜 説

児童虐待への法医学からのアプローチ
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子どもへの虐待が疑われ,児童相談所に適警された件数は,平成 2年度,全国において 1,101

件であったが,平成 22年度は55,152件と大幅に増加 している.虐待を受けている子どもの人

権 ･生命を守り,健全な発育 ･成長を支援していくためには,虐待をすみやかに発見し,児童相

談所による的確な介入,支援が重要であることは言うまでもない.しかし ｢虐待が疑われても,

虐待の事実に確信が持てず,児童相談所へ適菖 しなかった事例｣あるいは ｢児童相談所が事前

に認知していたが,適切な対応が取れなかった事例｣が報告されている.著者は,前任の島根大

学において,平成 19年 6月より ｢島根県医療的機能強化事業｣C}一環として,身体的虐待もし

くはネグレク トが疑われ 児凌相談所に通告もしくは一時保護 された子供を診察 して,損傷の

性状およびその機序等を記載 した診断書 (意見書)を発行する制度の立ち上げに携わり,新潟

においても,平成 22寧 4月から ｢新潟県児童虐待 ･DV防止処遇検討専門会議｣の委員とし

て,身体的虐待が疑われ一時保讃 された子供の損傷の検査 ･診断を行っている.法医学の視点

から損傷を検査し記録に残すことは,(1)虐待者に虐待の認識を持たせること (虐待事実の証

明),(2)虐待を受けた子供の一時保護並びに児童養讃施設入所の根拠 (処遇会議の判断資料),(3)

刑事事件及び裁判の証拠 (虐待者に刑事罰を問うための資料)に活用することができる.現在

は,主として肉眼的外衷検査の所見に基づいて損傷を診断しているが,今後は,エコー等を導入

することにより,科学的,客観的な診断方法を研究 ･確 tlf.する必要があると考える.
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Abstract

Thenumberofsuspectedchildabusecasesthatwerereportedtochildconsultationcenters

nationwidewas1,101in1990;however,itcoritinuedtoincreaserapidlyandreached55,且52in

2010.Needlesstosay,itisessentialforChi呈deonSultationcenterstopromptlydiscovercrueltyもo

childrenandtoprovideapprop蕗ateinteⅣeritionandsupporもinordertosectlrethehumanrights

andlivesoftheabusedchildrenandhelptheirhealthygrowthanddevelopment.Meanwhile,

thereexistsuspectedeasesthatwerenotreportedtothecentersbecauseofalackofde丘niteev上

deneeofchil戊abuseandcasesthatwerereportedbutwerenothandledproperlyby払ecenters.

FromJune,2007,inaformerpostatShimaneUniversity,andaspartoftheShimaneMedical

FunetioflStre王igthen主将 Project,theauthorwasinvolvedinboththeexaminirlgOfthechildreri

whowerereportedtoorwereinthetemporarycustodyofchildconsultationcentersbecauseof

suspectedphysicalabuseorneglectandtheissuing･ofmedicalcertiBcates(writtenopinions)

containingthedescriptionandmechanism oftheirinjuries.InNiigata,too,theauthorhas

engagedinexaminingsuchchildrenandmakingdiagnosesoftheirinjuriesasamemberofthe

NiigataProfessionalCommitteeforthePreventionofCrueltyandDomesticViolencetoChildren

sinceApril,2010,ItissigniBcanttoinvestigateandrecord仇einjuriesofabusedchildren血･omthe

viewpointofforensicmedicineinorderto:(i)makechildabusersrecognizetheircruelty(sub-

stantiationofenleltytochildren);(ii)providereasonablebasesforthetemporarycustodyby

childconsultationcentersoraccommodationinfosterhomesofabtlSedchildren(assessmentev巨

denceforcaseconferences);and(iii)provideevidenceforcriminalcasesandtrials(materialto

imposecriminalpenaltiesonchildabuserS).Currelltly,anexter‡lalmacroscopicexamirlationis

ttlPdo111illanttllethodtodi;lgllOSethtlinjuT･it､S()ftherllil(llでn.I-IowevLlr.illtherlltllre.11101･PSriLll-

tifieandobjectivediagnosismethodsmustbestudiedandestablishedbyintroducingmedical

methodologysuchastlltrasotmdtechniqtleS.

Keywords:ChildAbuse,ForensicMedicine,DiagnosisofInjuries,ChildConsultationCenter

は じ め に

現在,子どもへの虐待は大きな社会問題である.

児童相談所への通告件数は,平成 2年度,全国で

1,101件であったが,平成 22年度は55,152件と大

幅に増加 している 1).新潟県では,平成 21年度,

児 童 相 談 所には805件,市町村の窓口には929件

の通告があり,児童相談所同様,市町村の窓口に

も多くの事例が通告されている2).

児童相談所への通告後は,児童相談所による訪

問調査,当該児童の-一時保護等の対応がとられる,

島根県では平成 16年度から19年度までの 4年

間,児童相談所に通告された事例は949件であっ

たが,実際に虐待があると判定された事例は582

秤 (6ま%)であり,その内302件 (52%)では

児童相談所との援助関係および26件 (22%)で

は関係機関との援助関係がそれぞれ成立し,子ど

もおよび保護者への援助が実施 された.しかし

132件 (23%)では,保護者により家族への援助

が拒否 され 個 IA),援助が拒否 された事例や,

30件 (23%)では,児童相談所が虐待を伝える

もその事実を認めず,26件 (20%)では,虐待の

事実は認めるも援助が拒否されている (図 1B).

全体の約 6割の事例 (76件)では,虐待があった

こと自体,家族等に伝えられていないが,これは

｢当該の家庭と関わること自体が困難であった｣,

｢伝えるタイミングが取りづらかった上 ｢虐待者

の身体的及び精神的状態を考慮 して伝えなかっ
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22(4%)

302(52%) 工 不明

図1A 虐待があると判定された事例の内訳 図IB 援助が拒否された事例の内訳

図 1 児童虐侍への対応 (島根県,平成 16年度-19年度)

た｣等が原因であることが明らかになっている.

虐待的な家族では,被虐待的な家族にとっては明

らかに危険状態と見なされるような慢性的な困鞍

と暴力の率で生活し,暴力的な家族の中で育った

大人にとっては,暴力とは決して危機状況ではな

く,人間関係の痛みの一部にすぎないと捉えられ

ている3).このような家庭的な背景を踏まえると,

虐待の事実を認ない,あるいは虐待の事実を認め

ても児童相談所の援助を受けない事例では,子ど

もが死亡する可能性 も否定できず,保話者の意に

反する介入 ･支援が必要なケースが存在している

と考える.厚生労働省は,｢身体的医学所見は虐

待された子どもの治療に必要なだけではなく,磨

待の証明にも有用である｣と指摘 し,さらに ｢身

体的医学所見は専門家でないと判断に苦しむこと

があるため,小児病院や大学病院など,小児科医,

法医学者,小児放射線科医,小児眼科医などの虐待

対応チームを持つ病院と相談できる体制を取って

おくことが望ましい｣と指摘 している3).法医学

では,異状死体を解剖 し,その死因を明らかにす

ることが重要な業務であり,身体に認められる損

傷を詳細に記録し,威儀機序および死因との関連

の有無等について鑑定を行っているが,傷害被疑

事件の被害者等に認められる損傷の鑑定,いわゆ

る生体鑑定も行っている.それゆえ,法医学を専

門とする医師は,虐待が疑われる子どもの損傷を

検査して,適切な助言をできる立場にあると考え

る.

且21

本事業の概要

筆者は,前任の島根大学において, ｢島根県医

療的機能強化事業｣の一環として,身体的虐待あ

るいはネグレク トが疑われ,児童相談所に通告あ

るいは一時保護 された子どもに認められる損傷を

診断する制度の立ち上げに関わり,本学に異動す

るまでの2年 5ケ月間携わってきた.この事業は,

島根県と島根大学との業務委託契約に基づき,損

傷が虐待により生 じたか否かの判断が困難な事

例,加害者と推測 される人物が虐待の事実を否認

している事例,損傷が高度な事例等を対象として

おり,児童相談所が,大学病院の地域医療連携セ

ンターを経由して法医学教室に検査を依頼するシ

ステムである.法医学教室の医師は,大学病院外

来もしくは児童相談所等のプライバシーが完全に

保護される場所で可能な限り迅速に損傷検査を実

施する.まず子どもからキズが生 じた状況等を聴

取 した後,キズの検査に移り,損傷の種類,部位,

大きさ等を記録するとともに,必ず各損傷を撮影

して証拠化することを行っている.損傷検査後は,

損傷の部位及び程度,成傷機序等を記載 した損傷

診断書を僅成するが,その内容は司法解剖後に作

成する鑑定書に準 じており,刑事事件に発展 した

際にも証拠として耐えうるものである (図が.一

般に司法解剖後,鑑定書を提出するまでには比較

的目数を要するが,本診断書は,子どもを一時保

護する根拠および処遇会議の資料として用いられ

ることから,速やかに作成 して提出している.な
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児 童 相 談 所

一時保護の

子ども

●臨床医による診断

●心理判定士による心理判断

●児童福祉司による社会調査 等

損傷磨 依頼 や

法 医 学 教 室

図2 損傷検査の流れ

お,必要に応じて,---時保護された子どもの処遇

を決定する会議にも出席して説明を行っている.

本学に異動後,5ケ月間の空白期間があったが,

平成 22年 4月から新潟においても損傷診断をは

じめることができ,現在に至っている.新潟では,

(1)損傷検査は大学と県との契約ではなく,｢新

潟県児童虐待 ･DV防l斐二処遇検討専門会議｣の委

員として個人の立場で嚢施,(2)児童相談所に一

時保護 されたf.どもが射乳 (3)新潟市の児童相

談所は市の機関であることから県内すべての地域

を対象としていない等が異なっているが,実務的

な差はほとんどないと考える.

新潟県および島根県で実施した損傷検査の実数

および詳細については,公開 ･発表が禁じられて

いるため明らかにできないが,経験 した事例のほ

とんどは,身体的虐待の可能性が高いであろうと

判断 しており,裁判に発展した事例あるいは保護

者等が虐待の事実を認めない事例 も経験 してい

る.診断開始当初は,各児童相談所にこのシステ

ムの存在が知られておらず,有用性もそれ程理解

されていないようであったが,事例を積み重ね,さ

らに厚生労働省の指針 3),地方自治体での取り組

み 4)等により,虐待が疑われる,あるいは判断に

苦 しむような事例に遭遇 した際には,法医学の医

師による損傷診断が有用であると理解されるよう

になったと感じている.

損傷診断書 (意見書)の意義については,児童相

談所に一時保讃された予どもの損傷検査を平成 14

年から実施している熊本大学の憧成らが,(1)虐待

者に虐待の認識を持たせること (虐待事実の証明),

処遇会議

●創傷の有無
●いつ.どのようl=,どの位の

力で生じたのか

(2)虐待を受けた子供の一時保護並びに児童養護

施設入所の根拠 (処遇会議の判断資料),(3)刑

事事件及び裁判の証拠 (虐待者に刑事罰を問うた

めの資料)に活用できると指摘しているが 5),さ

らに,立ち入り調査を行う際,成傷器の種類があ

らかじめ推測されていると成傷器の発見 ･特産に

有用であり,また加害者と疑われる人物に対して

も ぎ榊虐待している｣と確信を持って対応可能であ

ると現場の担当者が指摘 している.

今後の展望と課題

この取り組みは,子どもの身体的虐待の発見 ･

認定の端緒となりえることから,さらに発展させ

る必要があるが,次の課題があると考える.

虐待を受けている予どもには,発語が極端に少

ない,多動および乱暴な言動などの徴候がみられ

ることがあり,法医学の医師のみでは詳細な状況

の聞き取りおよび損傷検査が困難な事例がある,

それゆえ,対応国難な事案では,被虐待児の臨床

経験が豊富な医師 (小児科医,精神科医)あるい

は臨床心理士等と協力して実施する体制を確立す

る必要があると考える.また,現在は新潟県児童

相談所の事例のみを対象としているが,平成 21

年度,新潟県児童相談所が対応した事例が539件

であったのに対 して,新潟市児童相談所が対応し

た事例が266件あったことからり,新潟市にも広

げていく必要があると考える.

損傷検査は,数例の事例を除き,肉眼的外衰所

見に基づいて診断 しているが,この方法は,検査
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者の経験および主観に頼るところが大きく,必ず

しも科学的,客観的診断方法であるとは言えない.

リニア型プロ-ブエコーにより皮下出血の広がり

を観察する方法や分光測色計により皮下出血の色

調をデジタル化して損傷後の経過日数を推測する

方法を研究 ･確立する必要があると考える.

児童虐侍は,一般に家庭内という密室で発生し,

被害者自身が積極的に打ち明けることは少なく,

虐待特有の損傷も多くはないことから,発見が困

難であることが多い.しかし,虐待は,子どもの

人権侵害であるばかりか,死に至ることや,身体

的あるいは精神的障害が引き起こされることもあ

り,早期発見 ･適切な対応が望まれる.法医学が

これまでに蓄積してきた知見を児童虐待の早期発

見 ･防止に応用することは,法医学に携わるもの

の責務であると考える.
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